建経業第87号の２

令和５年６月22日

　（一社）静岡県建設産業団体連合会会長　様　　　

　（一社）静岡県建設業協会会長　様　　　　　　　
　静岡県建設事業協同組合連合会会長　様
静岡県交通基盤部建設経済局建設業課長

令和５年３月31日以前に契約締結した災害復旧工事等における約款第

29条の取扱いについて（通知）

静岡県建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）第29条に規定する不可抗力による損害については、令和５年４月１日付け一部改正により、災害応急対策又は災害復旧に関する工事（以下「災害復旧工事等」という。）においては、発注者が損害合計額を全額負担することとしておりますが、令和５年３月31日以前に契約を締結した災害復旧工事等について、別添のとおり取り扱うこととしました。

つきましては、貴会会員への周知について御協力をお願いいたします。

担　　当：建設業班

電話番号：054-221-3059

